
資料 8 

地域包括支援センターにおける柔軟な職員配置について 

 

１ 議題の検討事項 

  令和６年４月１日施行の「介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

の一部を改正する省令」（令和６年厚生労働省令第 61 号）への対応 

 

２ 改正の内容 

 ⑴ 地域包括支援センター運営協議会が必要と認める場合は、常勤換算方法によることを

可能とする。 

 ⑵ 地域包括支援センター運営協議会が認める場合には、複数圏域を合算して３職種（保

健師、社会福祉士、主任介護支援専門員（各職種その他これに準ずるものを含む））の

常勤職員の員数を配置すれば、該当区域内のそれぞれの地域包括支援センターは３職種

の配置の基準を満たす。この場合でも、１センターにいずれか２職種以上の常勤職員の

配置は必須。 

 

 
社会保障審議会・介護保険部会（第 110 回）「介護保険法施行規則の改正等（報告）」より抜粋 



３ 改正に係る町の対応の方向性 

  令和６年度中に介護保険法施行規則等の改正の内容に則って、条例の改正を行う。 

 

４ 町の現状（北部地域包括支援センター） 

 ⑴ 担当圏域人口（単位：人） 

 令和３年度 令和４年度 前年度比 令和５年度 前年度比 

圏域人口 21,236 21,143 0.4％減 21,336 0.9％増 

６５歳以上人口 5,536 5,536 0.0％増 5,514 0.4％減 

うち７５歳以上人口 2,721 2,970 9.2％増 3,161 6.4％増 

うち８５歳以上人口 718 746 3.9％増 803 7.6％増 

 各年度９月末現在 

⑵ 職員体制（単位：人） 

 ア 常勤職員 

職名 保健師 社会福祉士 主任ケアマネ ケアマネ 事務職員 

人数 １ １ １ ０ ０ 

令和６年７月末現在 

イ 非常勤職員（単位：人） 

職名 保健師 社会福祉士 主任ケアマネ ケアマネ 事務職員 

人数 ０ ０ １ ２ １ 

令和６年７月末現在 

５ 町の現状（南部地域包括支援センター東郷苑） 

 ⑴ 担当圏域人口（単位：人） 

 令和３年度 令和４年度 前年度比 令和５年度 前年度比 

圏域人口 22,565 22,614 0.2％増 22,671 0.3％増 

６５歳以上人口 4,382 4,412 0.7％増 4,486 1.7％増 

うち７５歳以上人口 2,246 2,364 5.3％増 2,500 5.8％増 

うち８５歳以上人口 570 603 5.8％増 647 7.3％増 

⑵ 職員体制（単位：人） 

 ア 常勤職員 

職名 保健師 社会福祉士 主任ケアマネ ケアマネ 事務職員 

人数 ２ ２ １ ０ ０ 

令和６年７月末現在 

イ 非常勤職員（単位：人） 

職名 保健師 社会福祉士 主任ケアマネ ケアマネ 事務職員 

人数 ０ ０ １ ０ ０ 

令和６年７月末現在 


